
 

           固定資産税の課税誤りについて（お詫び） 

 

 この度、平成２９年から令和６年の新築家屋の固定資産税につきまして、課税誤り

が発覚いたしました。該当の皆さまには、個別にご説明し、ご理解をいただいたとこ

ろでございますが、町民の皆さまには、町政への信頼を著しく損ねる結果となり、誠

に申し訳ありませんでした。 

 今後は、再発防止と、信頼回復に向け、一層、取り組んでまいります。 

 

令和７年１２月５日 

                         大月町長 岡田 順一 


